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飯能市と飯能信用金庫との包括連携に関する協定書

飯能市 (以下「甲」という。)と飯能信用金庫 (以下「乙」という。)と は、

相互の連携協力により地域経済の活性化を図るため、次のとおり包括協定を締

結する。

(目 的)

第 1条 甲及び乙は、地域の持つ特色 (自 然 ,歴史・文化・風土)に、両者が

持つ知恵・情報・技術を取り入れて相乗効果を発揮することで地域の競争力

を強化するため連携協力し、もつて飯能市の地域経済を発展させることを目

的として、本協定書を取り交わす。

(連携協力事項)

第 2条 甲及び乙は、本条に定める事項 (以下「連携協力事項」という。)につ

いて、連携協力するものとするぅ

(1)地域経済及び企業経営に関する調査・研究

(2)地域産業活性化の支援

(3)ell業・経営支援

(4)地域を担う人材の育成

(5)文化 ,ス ポーツ事業等

(6)災害時における支援

(7)そ の他、甲及び乙が必要と認める事項

纏 携窓国の設置)

第 3条 甲及び乙,ま、相互に連携協力事項に関する窓目を設置し、協議 =情報

交換を行う。

(情報の共有)

第 4条 甲及び乙は、連携協力事項の実施に当たり、お互いに知り得た金での

情報の保持に対しては信義に従い誠実に行うものとする。



〔有効難問)

第 5条 本協定曇有塾菫聞|ま、そ曇締結輝から平成 25年 3月 31日 までとす

る。ただし、難問滴丁の30日 前までに各当事者のいずれからも別量の意思

表示がない場合は、本協定は同一の条件で 1年間更新するものとし、以後も

同様とするΦ

(協議事項)

第 6条 本協定に定めのない事項及び疑義のある事項については、甲乙間で誠

意をもつて協議し、これを決定する。

本協定を証するため、本書 2通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、各自 1

通を保有する。
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